
 

 

 

 

 

 

都では、島しょに居住される方を対象として、弁護士の法律相談 

（電話相談）を実施しています。 
 
《 相 談 日 》  月・水・金曜日 (下記カレンダーのとおり)   

《 相談時間 》  午後１時 ～ ４時  
 
 

※ 相談時間中は、直接、電話でご相談いただけますが、相談中の場合もございますので、 

事前にご予約いただくと確実です。 
 
《 事前予約 》    月～金曜日 (祝日・年末年始の閉庁日を除く)  

《 予約受付時間 》  午前９時～午後５時 
 

相談・予約・問合せ：東京都生活文化局都民生活部地域活動推進課 
 (電話：０３－５３８８－２２４５)  

法的なトラブルのご相談は、都庁の 

島しょ法律相談へ 

電話番号：０３－５３８８－２２４５ 
 

相談 

無料 

秘密厳守！！安心してご相談ください！ 


